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兵庫県 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 対象地域 事業税 
固定資産税

※ 

不動産取得税 

（土地、建物） 

過疎地域における県税の課

税免除に関する条例 
H12.3 工業生産設備取得額 

500 万円超など  

（資本金額等により異なる） 

過疎地域 課税免除（３年度） 課税免除 

（３年度） 

課税免除 

離島振興対策実施地域にお

ける県税の課税免除に関す

る条例 

H5.3 工業生産設備取得額 

500 万円超など 

（資本金額等により異なる） 

離島地域 課税免除（３年度） 課税免除 

（３年度） 

課税免除 

産業立地の促進による経済

及び雇用の活性化に関する

条例 

H14.4 ○下記区分に該当する事業を

実施する事業者 

・重点立地促進事業 

・本社機能立地事業 

・試験研究施設立地事業 

・ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ対策事業 

・その他の立地促進事業 

（投資促進地域内で実施） 

県内全域 ○軽減率 

1/2 軽減（５年間） 

 

○要件 

下記全てを満たすこと 

・新規従業員 10 人以上の雇用 

※中小企業者は５人以上 

 ・設備投資額２億円以上 

※中小企業者は５千万円以上 

※物件を賃借して入居する場

合は設備投資額要件免除 

 

― ○軽減率 

1/2 軽減 

 

○要件 

新規従業員 10 人以上の雇用 

※中小企業者は５人以上 

○上記以外の立地促進事業 ○軽減率 

1/3 軽減（５年間） 

 

○要件 

（同上） 

 

― ○軽減率 

1/3 軽減 

 

○要件 

（同上） 

※詳細は兵庫県 HP をご参照ください。 

 ＜参考＞兵庫県 HP「産業立地条例に基づく立地支援」 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr03/sr03_000000002.html 

※重点立地促進事業：兵庫県が将来成長産業に位置づける特定分野（①新エネルギー、環境関連産業（水素、蓄電池、環境負荷を低減する製品づくり）、②航空産業、③ロボット産業、 

④健康医療産業、⑤半導体産業）に係る製造業 
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※投資促進地域：下記いずれかに該当する地域 

 ・特定臨海地域：神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、南あわじ市、淡路市、稲美町、播磨町 

 ・多自然地域：豊岡市、赤穂市、西脇市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、たつの市（旧新宮町の区域に限る）、多可町、神河町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町 

 

 

〈補助金〉 

条例名・制度名 制定年月 対象者 対象者の要件 対象地域 
交付条件 

補助対象事業等 補助額等 限度額 

産業立地の促進

による経済及び

雇用の活性化に

関する条例 

H14.4 県内に進出し、立地促進事

業を行う者 

県内全域 ○設備補助 ○補助率 

区 分 補助率 

重点立地促進事業 

（水素関連） 
10% 

重点立地促進事業 

（水素関連以外） 
７% 

本社機能立地事業 

５% 

試験研究施設立地事業 

サプライチェーン対策事

業 

その他の立地促進事業 

（投資促進地域内で実

施） 

その他の立地促進事業 

（投資促進地域外で実

施） 

３% 

 

○補助要件 

土地代を除く設備投資額 20 億円以上 

※中小企業者は１億円以上 

 

100 億円 
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○雇用補助 ○補助額 

区 分 

補助額（/

人） 

正規 
非正

規 

重点立地促進事業 

（水素関連） 

60 万

円 

30 万

円 

重点立地促進事業 

（水素関連以外） 

本社機能立地事業 

試験研究施設立地

事業 

サプライチェーン

対策事業 

その他の立地促進

事業 

（投資促進地域内

で実施） 

その他の立地促進

事業 

（投資促進地域外

で実施） 

30 万

円 
－ 

 

○補助要件 

県内居住新規従業員 10 人以上の雇用 

※中小企業者は５人以上 

 

３億円 

○賃料補助 ○補助率 

賃料の 1/2 以内 

 

○補助要件 

新規従業員 10 人以上の雇用 

※中小企業者は５人以上 

※下記のいずれかに該当する場合は雇用要件免除 

 ・外国・外資系企業であること 

 ・下記全てに該当すること 

200 万円/年 

かつ 

1,500 円/㎡・年 
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  ①中小企業であること 

  ②重点立地促進事業を実施すること 

  ③県が指定する特定施設に入居すること 

 

○外国・外資系企

業向け設立支援

補助 

○補助対象経費 

外国・外資系企業が行う立地促進事業に係る下記経費のうち、

知事が必要かつ適当と認めたもの 

 ・市場調査経費等（通訳・翻訳費、進出調査委託費など） 

 ・法人登記経費等（法人登記費、在留資格取得経費など） 

 

○補助率 

補助対象経費の 1/2 以内 

 

・市場調査経費等 

：100 万円 

・法人登記経費等 

：20 万円 

特定臨海地域 ○高級ホテルを対

象とした設備補

助 

○補助率 

５％ 

 

○補助要件 

土地代を除く設備投資額 20 億円以上 

※中小企業者は１億円以上 

 

100 億円 
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